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日本水稲品質・食味研究会（会報）投稿規定 

 

令和 3 年 11 月 6 日制定 

1．総則 

（目的） 

（1）日本水稲品質・食味研究会報は，水稲の品質・食味に関する原著論文，解説記事およ

び学会として必要な記事等を掲載する。 

（投稿資格） 

（2）筆頭著者または Corresponding author は，日本水稲品質・食味研究会の会員に限る。

ただし依頼原稿については，その限りでない。 

（著作権） 

（3）本誌に掲載された論文，解説，資料等についての著作権は日本水稲品質・食味研究会

に属する。 

 

2．原稿の種類 

（投稿原稿） 

（1）論文（報文，ノート），総説，解説，資料とし，本文は和文または英文とする。 

 （a）報文：学術的で新規な知見，独創的な考察，あるいは価値ある事実を含むもの。他

誌に未発表のものとする。 

（b）ノート：新しい事実や，研究方法の改良などを含む短いもの。他誌に未発表のもの

とする。 

（c）総説：研究の進歩の状況，現状，将来への展望などをまとめたもの。 

（d）解説：基本的または応用的主題を分かり易く解説したもの。 

（e）資料：調査，統計，写真等，資料的価値のあるもの。 

（f）その他：学会記事等，学会活動に必要なもの。 

（依頼原稿） 

（2）国の内外における研究の動向，情報を会員に提供するために，編集委員会が企画，依

頼をする。依頼原稿の種類は総説，解説，講座，資料とする。 

 

3．原稿の作成，送付および取り扱い 

（原稿ファイル） 

（1）原稿は，本規程および別に定める原稿作成要領に従い，ワープロソフトや図表ソフト

を使って作成する。 

（原稿の送付） 
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（2）作成した原稿は PDF ファイルとし事務局に電子メールで送付する。原稿の送付後，土

日休日を除く 3 日以内に，電子メールによる原稿受領通知が届かない場合は，電話また

は Fax 等で事務局に問い合わせる。 

（原稿受付日および掲載受理日） 

（3）原稿受付日はメール受信が完了した年月日，掲載受理日は原稿の掲載が編集委員会に

よって受理された日とする。 

（原稿の規定枚数） 

（4）原稿の長さは原則として図表を含めて以下のページ数以内とする（1 ページ 25 行，1

行 36 文字の原稿約 2.8 枚が刷り上がり 1 ページに相当する）。なお，受付時にページ数

の大幅な超過が予想される場合は，編集委員会で検討の結果，著者あてに返却されること

がある。 

投稿原稿：報文 7 ページ，ノート 3 ページ，総説 7 ページ，解説・資料 6 ページ。 

依頼原稿：ページ数は指定することがある。 

 

4．審査 

（原稿の採否） 

（1）原稿の採否は編集委員会が決定する。 

（内容の訂正） 

（2）編集委員は内容，構成および字句の修正を著者に要求することがある。また，採用が

決定した原稿内容を著者が変更する場合は，編集委員会の承諾を得なければならない。 

（原稿の種類の変更） 

（3）編集委員会は，原稿の内容によってあるいは審査の結果，著者に対して原稿の種類の

変更を求めることがある。 

（遅延原稿） 

（4）編集委員会が著者に対し訂正を求めた原稿が，返却期限（原則 1 カ月以内）に訂正・

送付されない場合は，投稿取り下げとみなされることがある。 

 

5．著者校正 

（1）著者校正は 1 回とする。校正は印刷上の誤りの訂正にとどめ，文章等，内容の変更を

認めない。 

 

6．投稿料，超過ページ代等 

（投稿料） 

（1）投稿料等を以下のとおりとする。 



3 

 

投稿料：無料 

（超過ページ代） 

（2）投稿原稿，依頼原稿の種別を問わず，本規程 3—（4）で定めるページ数を超過した場

合，超過ページ代を申し受ける。 

超過ページ代：刷り上がり 1 ページ 15,000 円 

（特殊印刷費） 

（3）特に申し出がない限り，カラーで入稿された図表も白黒印刷とする。投稿原稿，依頼

原稿の種別を問わず，カラー印刷およびアート紙使用などを希望する場合は著者に実費を

申し受ける。 

カラー印刷代：実費（1 ページ 40,000 円程度） 

（刷り上がり PDF ファイル） 

（4）著者には，刷り上がりの PDF ファイルを配布する。 

（連絡先） 

（5）会報編集に関する連絡先は下記とする。 

 〒104-0033 東京都中央区新川 2-22-4 新共立ビル 2F 株式会社共立内 

日本水稲品質・食味研究会報編集委員会 

e-mail：jsrqp@kyouritsu-online.co.jp  

HP：http://jsrqp.com/ 

TEL：03-3551-9896，FAX：03-3553-2047 

 

附則 

1．この規程は 2021 年 11 月 6 日以降に投稿された原稿に適用される。 

以上 

 


